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(57)【要約】
【課題】スラットをブラインドとして開放するための入
力操作の軽減およびシャッターの準備動作をするための
入力操作の削減ができるブラインドシャッター制御装置
を提供する。
【解決手段】ブラインドシャッター制御装置は、ブライ
ンド開放信号出力手段３００の出力信号に基づいてスラ
ット１８を所望のブラインド開度に微調節することがで
きる通常モードと、ブラインド登録位置に開回動させる
ブラインド登録位置回動手段とを有する。ブラインド登
録位置回動手段は、ブラインド開放信号出力手段３００
への入力する操作量が通常モードでスラット１８をブラ
インド登録位置に開放させるより少ない。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャッターを構成するスラットをブラインドとして回動させるブラインド駆動部と、
　前記スラットのブラインド開度を変更するための信号が出力されるブラインド開放信号
出力手段と、
　前記ブラインド駆動部を駆動させる制御手段と、を有するブラインドシャッター制御装
置において、
　前記制御手段は、登録された前記ブラインド開度である１または複数のブラインド登録
位置に前記ブラインド開放信号出力手段の出力信号に基づいて前記スラットを回動させる
ブラインド登録位置回動手段を有することを特徴とするブラインドシャッター制御装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記制御手段は、前記ブラインド開放信号出力手段の出力信号に基
づいた前記ブラインド開度に前記スラットを開閉回動する通常モードを有し、
　前記ブラインド登録位置回動手段は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動さ
せるために前記ブラインド開放信号出力手段が出力する信号量が、前記通常モードで前記
ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるために前記ブラインド開放信号出力手段
が出力する信号量より少ないことを特徴とするブラインドシャッター制御装置。
【請求項３】
　請求項１において、前記制御手段は、前記ブラインド開放信号出力手段の出力信号に基
づいた前記ブラインド開度に前記スラットを開閉回動する通常モードを有し、
　前記ブラインド開放信号出力手段は、前記スラットの前記ブラインド開度を変更するた
めの操作が入力される入力手段を有し、
　前記ブラインド登録位置回動手段は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動さ
せるために前記入力手段に入力する操作量が、前記通常モードで前記ブラインド登録位置
に前記スラットを回動させるために前記入力手段に入力する操作量より少ないことを特徴
とするブラインドシャッター制御装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のうちのいずれか一項において、前記ブラインド登録位置回動手段
は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるように前記ブラインド駆動部の
駆動量が設定されていることを特徴とするブラインドシャッター制御装置。
【請求項５】
　請求項２～請求項４のうちのいずれか一項において、前記スラットの前記ブラインド開
度を検出するブラインド開度検出手段を更に有し、
　前記制御手段は、前記ブラインド開度検出手段で取得した前記スラットの前記ブライン
ド開度が閉位置の場合に前記ブラインド登録位置回動手段を実行し、
　前記ブラインド開度検出手段で取得した前記スラットの前記ブラインド開度が前記閉位
置以外の場合に前記通常モードを実行することを特徴とするブラインドシャッター制御装
置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のうちのいずれか一項において、前記シャッターの開閉方向におけ
る前記シャッターの位置を検出するシャッター位置検出手段と、
　前記ブラインド開放信号出力手段から信号が出力されたときに前記シャッター位置検出
手段で取得した前記シャッターの位置が目標位置でない場合に、前記シャッターを前記目
標位置まで開閉させる準備手段と、を更に有することを特徴とするブラインドシャッター
制御装置。
【請求項７】
　請求項６において、前記準備手段は、前記シャッターの前記目標位置を前記シャッター
位置検出手段から取得し記憶するシャッター目標位置記憶手段を有することを特徴とする
ブラインドシャッター制御装置。
【請求項８】
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　請求項１～請求項７のうちのいずれか一項において、前記スラットのブラインドとして
の回動領域は、閉位置から直角より大きい前記ブラインド開度の位置まで回動でき、前記
ブラインド登録位置の前記ブラインド開度は直角以下であることを特徴とするブラインド
シャッター制御装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項８のうちのいずれか一項において、前記ブラインド駆動部は前記スラ
ットをブラインドとして回動するアクチュエータを有し、
　前記制御手段は、前記スラットの前記ブラインド開度に応じて、前記アクチュエータに
通電の要否を判断する通電判定手段を更に有することを特徴とするブラインドシャッター
制御装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のうちのいずれか一項において、前記ブラインド開放信号出力手段
は、前記スラットの任意の前記ブラインド開度を前記ブラインド登録位置として設定登録
する信号を前記制御手段に出力する設定登録手段を有することを特徴とするブラインドシ
ャッター制御装置。
【請求項１１】
　請求項１～請求項１０のうちのいずれか一項において、前記ブラインド開放信号出力手
段は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動する信号を前記制御手段に出力する
１または複数の登録位置回動信号出力手段を有することを特徴とするブラインドシャッタ
ー制御装置。
【請求項１２】
　シャッターを構成するスラットと、
　前記スラットを回動させる駆動部と、
　前記スラットの回動角度を変更するための信号が出力される開放信号出力手段と、
　前記駆動部を駆動させる制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、登録された前記スラットの回動角度である１または複数のブラインド
登録位置に前記開放信号出力手段の出力信号に基づいて前記スラットを回動させるブライ
ンド登録位置回動手段を有することを特徴とするブラインドシャッター制御装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建物などの構造物の開口部に取り付けられ、スラットをブラインドとして開
閉させることができるブラインドシャッター制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１には、使用者の所望するブラインド開度にスラットが開放されるまで
スラットを回動させる操作（例えば操作パネルの開スイッチをずっと押すあるいは開スイ
ッチを必要回数押すなど）の動作をし続ける電動シャッターが示されている。また、特許
文献１には、スラットをブラインドとして回動させることができるシャッターの開閉方向
の位置が決められている電動シャッターの場合に、ワンタッチの操作で電動シャッターが
決められた位置まで開閉方向に可動させることができる準備動作が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－３２５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記した特許文献１では、スラットをブラインドとして全開放する場合など、開スイッ
チを押し続けるあるいは何度も開スイッチを押す必要がある。また、準備動作はワンタッ
チでスラットがブラインドとして開放できる位置までシャッターが開閉するので便利であ
るが、シャッターの準備動作後、スラットをブラインドとして回動させる操作を別にしな
ければスラットを開放させることができない。
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【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、スラットをブラインドとして開放するた
めの操作負担および準備動作のための操作の手間を軽減させることができるブラインドシ
ャッター制御装置を提供することを解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、シャッターを構成するスラットをブライン
ドとして回動させるブラインド駆動部と、前記スラットのブラインド開度を変更するため
の信号が出力されるブラインド開放信号出力手段と、前記ブラインド駆動部を駆動させる
制御手段と、を有するブラインドシャッター制御装置において、前記制御手段は、登録さ
れた前記ブラインド開度である１または複数のブラインド登録位置に前記ブラインド開放
信号出力手段の出力信号に基づいて前記スラットを回動させるブラインド登録位置回動手
段を有することを特徴とする。
【０００６】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、ブラインド登録位置回動手段により、ブラ
インド開放信号出力手段から出力される信号に基づいて、登録されたブラインド開度であ
るブラインド登録位置にスラットを回動することができる。ブラインド登録位置は、予め
設定登録されたスラットのブラインド開度である。ブラインド開放信号出力手段から信号
が出力されると、スラットが設定登録されたブラインド登録位置に回動するので、ブライ
ンド開度を調節しなくても所定のブラインド開度にすることができる。
【０００７】
　本発明のブラインドシャッター制御装置で用いられる前記制御手段は、前記ブラインド
開放信号出力手段の出力信号に基づいた前記ブラインド開度に前記スラットを開閉回動す
る通常モードを有し、前記ブラインド登録位置回動手段は、前記ブラインド登録位置に前
記スラットを回動させるために前記ブラインド開放信号出力手段が出力する信号量が、前
記通常モードで前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるために前記ブライン
ド開放信号出力手段が出力する信号量より少ないことが好ましい。つまり、ブラインド登
録位置回動手段は、通常モードでスラットを回動する場合の信号量より少ない信号量で、
ブラインド登録位置までスラットを回動させることができる。よって、ブラインド開放信
号出力手段から制御部における信号の伝達経路を縮小化あるいは簡素化することができる
。
【０００８】
　本発明のブラインドシャッター制御装置で用いられる前記制御手段は、前記ブラインド
開放信号出力手段の出力信号に基づいた前記ブラインド開度に前記スラットを開閉回動す
る通常モードを有し、前記ブラインド開放信号出力手段は、前記スラットの前記ブライン
ド開度を変更するための操作が入力される入力手段を有し、前記ブラインド登録位置回動
手段は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるために前記入力手段に入力
する操作量が、前記通常モードで前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるた
めに前記入力手段に入力する操作量より少ないことが好ましい。これにより、ブラインド
登録位置回動手段は、通常モードでスラットを回動する場合に入力手段へ入力する操作量
より少ない操作量で、ブラインド登録位置までスラットを回動させることができる。よっ
て、使用者の操作量が低減できる。また、登録された所定のブラインド開度であるブライ
ンド登録位置にスラットが開放されているので、その後に通常モードで使用者の所望のブ
ラインド開度にスラットを回動させる際の操作量も少なくてすむ。
【０００９】
　本発明のブラインドシャッター制御装置で用いられる前記ブラインド登録位置回動手段
は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動させるように前記ブラインド駆動部の
駆動量が設定されていることが好ましい。
【００１０】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、前記スラットの前記ブラインド開度を検出
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するブラインド開度検出手段を更に有し、前記制御手段は、前記ブラインド開度検出手段
で取得した前記スラットの前記ブラインド開度が閉位置の場合に前記ブラインド登録位置
回動手段を実行し、前記ブラインド開度検出手段で取得した前記スラットの前記ブライン
ド開度が前記閉位置以外の場合に前記通常モードを実行することが好ましい。つまり、ス
ラットがブラインドとして閉じている場合に、スラットをブラインドとして開放させる操
作が入力手段に入力されると、ブラインド登録位置回動手段によってスラットがブライン
ド登録位置まで回動する。そして、スラットがブラインドとして開放している場合には、
スラットをブラインドとして開放させる操作が入力手段に入力されると、通常モードのブ
ラインド開度でスラットが開閉する。これにより、スラットが閉じている状態でスラット
をブラインドとして開放しようと使用者が入力手段に操作を入力すれば、ブラインド登録
位置までスラットが回動するので、入力操作をし続けることなくある程度までスラットが
開放される。つまり、使用者の入力操作を軽減できる。通常モードは、スラットがブライ
ンドとして所望のブラインド開度になるまで入力手段の入力に基づき、スラットを回動さ
せる。この通常モードは、入力手段の入力がされ続ける場合にスラットを入力された時間
に応じて回動させるものでも、一入力で一定のブラインド開度（＜ブラインド登録位置の
ブラインド開度）だけ回動させるものでも良い。
【００１１】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、前記シャッターの開閉方向における前記シ
ャッターの位置を検出するシャッター位置検出手段と、前記入力手段に操作が入力され前
記シャッター位置検出手段で取得した前記シャッターの位置が目標位置でない場合に、前
記シャッターを前記目標位置まで開閉させる準備手段と、を更に有することが好ましい。
入力手段への操作の入力は、スラットをブラインドとして回動させるためのものであるが
、シャッターがスラットをブラインドとして回動させる適当な位置でない場合は、シャッ
ターを適当な位置である目標位置まで開閉させることができる。これにより、使用者はス
ラットをブラインドとして回動させるための入力操作を行うだけで、シャッターが目標位
置まで自動的に開閉し、その後スラットが回動するので、使用者の入力操作が軽減され、
使い勝手が良い。
【００１２】
　本発明のブラインドシャッター制御装置に用いられる前記準備手段は、前記シャッター
の前記目標位置を前記シャッター位置検出手段から取得し記憶するシャッター目標位置記
憶手段を有することが好ましい。準備手段は、スラットがブラインドとして回動できるシ
ャッターの位置をシャッター目標位置記憶手段がシャッター位置検出手段から取得するこ
とができるので、使用者等が設定する必要がない。よって、使用者等の設定の手間を減ら
すことができる。
【００１３】
　本発明のブラインドシャッター制御装置に用いられる前記スラットのブラインドとして
の回動領域は、閉位置から直角より大きい前記ブラインド開度の位置まで回動でき、前記
ブラインド登録位置の前記ブラインド開度は直角以下であることが好ましい。これにより
、本発明のブラインドシャッター制御装置が設置される窓などの開口部の室外側に他者が
いた場合などに室内をのぞき見ることができにくい。また、ブラインドが上下方向に開閉
回動するタイプの場合では、スラットのブラインド登録位置のブラインド開度が直角以下
であれば、雨天時にスラットをブラインドとして開放してもスラットの隙間から雨が入り
込むのとスラットに付着した水滴が室内側に流れ込むのとを防止できる。よって、雨垂れ
防止などの部材を省略することができ、それに伴うコストも抑えられる。その他に、直射
日光の進入も防ぐことができ、いきなり室内が明るくなるのを制御したりすることもでき
る。
【００１４】
　本発明のブラインドシャッター制御装置に用いられる前記ブラインド駆動部は、前記ス
ラットをブラインドとして回動するアクチュエータを有し、前記制御手段は、前記ブライ
ンド開度検出手段によって取得された前記スラットの前記ブラインド開度に応じて、前記
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アクチュエータに通電の要否を判断する通電判定手段を更に有することが好ましい。ブラ
インド開度に応じて、ブラインド駆動部のアクチュエータに通電をしなくてもスラットの
開閉回動が行える場合は、アクチュエータへの通電を切ることで、消費電力を低減させて
省エネすることができ、またアクチュエータの発熱も防止できる。そして、通電中にする
作動音が通電を止めることでしなくなるため、雑音も低減できる。
【００１５】
　本発明のブラインドシャッター制御装置で用いられる前記ブラインド開放信号出力手段
は、前記スラットの任意の前記ブラインド開度を前記ブラインド登録位置として設定登録
する信号を前記制御手段に出力する設定登録手段を有することが好ましい。ブラインド登
録位置を任意のブラインド開度で設定することができるので、使用者等の好みあるいは設
置場所の状況などに応じてブラインド登録位置を変更することができ、実用的なブライン
ドシャッター制御装置を提供できる。
【００１６】
　本発明のブラインドシャッター制御装置で用いられる前記ブラインド開放信号出力手段
は、前記ブラインド登録位置に前記スラットを回動する信号を前記制御手段に出力する１
または複数の登録位置回動信号出力手段を有することが好ましい。これにより、１または
複数のブラインド登録位置に対応した登録位置回動信号出力手段が設けられることで、例
えば複数の使用者毎に対応したブラインド開度でスラットを開放することができる。
【００１７】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、シャッターを構成するスラットと、
　前記スラットを回動させる駆動部と、
　前記スラットの回動角度を変更するための信号が出力される開放信号出力手段と、
　前記駆動部を駆動させる制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、登録された前記スラットの回動角度である１または複数のブラインド
登録位置に前記開放信号出力手段の出力信号に基づいて前記スラットを回動させるブライ
ンド登録位置回動手段を有することを特徴とする。
【００１８】
　本発明のブラインドシャッター制御装置は、ブラインド登録位置回動手段により、開放
信号出力手段から出力される信号に基づいて、登録されたスラットの回動角度であるブラ
インド登録位置にスラットを回動することができる。ブラインド登録位置は、予め設定登
録されたスラットの回動角度である。開放信号出力手段から信号が出力されると、スラッ
トが設定登録されたブラインド登録位置に回動するので、回動角度を調節しなくても所定
の回動角度にすることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明のブラインドシャッター制御装置によれば、ブラインド開放信号手段から信号が
出力されると、予め登録されたブラインド開度のブラインド登録位置にスラットが回動す
るので、使用者等が調節をしなくても一定のブラインド開度にスラットを開放することが
できる。
【００２０】
　そして、ブラインド登録位置回動手段は、通常モードでスラットを回動する場合の信号
量より少ない信号量で、ブラインド登録位置までスラットを回動させることができるので
、ブラインド開放信号出力手段から制御部における信号の伝達経路を縮小化あるいは簡素
化することができる。
【００２１】
　また、ブラインド登録位置回動手段は、スラットを通常モードでブラインド登録位置に
回動させるためにブラインド開放信号出力手段の入力手段へ入力する操作量が通常モード
でブラインド登録位置にスラットを回動させる操作量より少ないので、操作する使用者の
負担が軽減する。そして、ブラインド登録位置に回動後に通常モードで使用者の所望のブ
ラインド開度にスラットを開閉回動させるための入力操作の量も少なくてすむ。
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【００２２】
　また、ブラインド開度検出手段でスラットのブラインド開度が検出できるので、検出し
たブラインド開度が閉位置（ブラインド開度＝約０度）ならブラインド登録位置回動手段
によってスラットをブラインド登録位置まで回動させることができる。そして、ブライン
ド開度が０度以外なら通常モードによってスラットをブラインドとして任意のブラインド
開度に調節することができる。つまり、スラットがブラインドとして開放していないとき
時に、スラットを開放させるために入力手段に入力操作をし続けることなく、ある程度ま
でスラットを開放させることができるので、使用者の操作負担が軽減できる。
【００２３】
　また、準備手段によれば、シャッター位置検出手段で取得したシャッターの位置がスラ
ットをブラインドとして回動させることができる位置である目標位置でない場合に、シャ
ッターを目標位置まで開閉可動させ、その後スラットを開閉回動させるので、使用者の入
力操作が軽減され、使い勝手が良い。
【００２４】
　更に、準備手段は目標位置を使用者が設定することなく、自動的にシャッター位置検出
手段からシャッターの開閉方向の位置を取得し記憶することができるので、使用者等の設
定のための手間を減らすことができる。
【００２５】
　そして、スラットのブラインド登録位置のブラインド開度が直角以下とすることで、本
発明のブラインドシャッター制御装置が設置される窓などの開口部の室外側に他者がいた
場合などに室内を容易にのぞき見ることができにくい。また、ブラインドが上下方向に開
閉回動するタイプの場合では、スラットのブラインド登録位置のブラインド開度が直角以
下であれば、雨天時にスラットをブラインドとして開放してもスラットの隙間から雨が入
り込むのとスラットに付着した水滴が室内側に流れ込むのとを防止できる。よって、雨垂
れ防止などの部材を省略することができ、それに伴うコストも抑えられる。その他に、直
射日光の進入も防ぐことができ、いきなり室内が明るくなるのを制御したりすることもで
きる。
【００２６】
　また、通電判定手段によれば、ブラインド開度検出手段によって取得されたスラットの
ブラインド開度に応じて、ブラインド駆動部のアクチュエータに通電の要否を判断するこ
とができるので、アクチュエータに通電をしなくてもスラットが開閉回動できるならば通
電を切ることで、消費電力を低減させて省エネすることができる。それに伴い、アクチュ
エータの発熱も防止でき、通電中にする作動音が通電を止めることでしなくなるため、雑
音も低減できる。
【００２７】
　また、設定登録手段でブラインド登録位置を任意のブラインド開度で設定することがで
きるので、使用者等の好みあるいは設置場所の状況などに応じてブラインド登録位置を変
更することができ、実用的なブラインドシャッター制御装置を提供できる。
【００２８】
　そして、１または複数のブラインド登録位置に対応した登録位置回動信号出力手段が設
けられることで、例えば複数の使用者毎に対応したブラインド開度あるいは時間帯や室外
の天候状況などによってブラインド開度を変更して登録することで、それぞれにスラット
を開放することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、実施例を用いて本発明を具体的に説明する。
【００３０】
　（実施例１）
　本実施例のブラインドシャッター制御装置は構造物の開口部を開閉する電動シャッター
装置１０に適用したものである。図１は、窓などの開口部に適用された電動シャッター装
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置１０を室内側から見た図である。電動シャッター装置１０は、図１に示すように、モー
タ１１と、モータ１１によって回転駆動する巻き取り軸１２と、縦方向に延びる平行に並
走された２本のガイドレール部１５と、ガイドレール部１５に沿って昇降され昇降に伴い
開口部を開閉させるシャッターカーテン（シャッター）１３と、モータ１１および巻き取
り軸１２を格納する格納ボックス１６とを備える。なお、モータ１１は後述するアクチュ
エータ５０とともにブラインド駆動部（駆動部）を構成する。そして、本実施例のブライ
ンドシャッター制御装置は、例えば格納ボックス１６内に内蔵される。
【００３１】
　まず、本実施例のブラインドシャッター制御装置で制御される電動シャッター装置１０
のシャッターカーテン１３の開閉およびブラインドの開閉の仕組みについて説明する。
【００３２】
　モータ１１は、シャッターカーテン１３を巻き取り方向および巻き戻し方向にそれぞれ
回転可能とされている。従って、モータ１１により回転される巻き取り軸１２は、シャッ
ターカーテン１３を巻き取り方向（矢印Ｙ１方向）および巻き戻し方向（矢印Ｙ２方向）
に回転可能になっている。即ち、モータ１１の一方向の回転により、シャッターカーテン
１３が巻き取り軸１２に巻き取られ上昇（開放）する。モータ１１の他方向への回転によ
り、シャッターカーテン１３が巻き取り軸１２から巻き戻されて繰り出され下降（閉鎖）
する。そして、モータ１１は、後述するコントローラ（ブラインド開放信号出力手段、入
力手段）３００によって作動する。
【００３３】
　そして、モータ１１のモータ軸には、ロータリ式のエンコーダなどのモータ作動検出器
１１１が設けられている。モータ１１が駆動してシャッターカーテン１３が閉鎖方向また
は開放方向に駆動するとき、エンコーダなどのモータ作動検出器１１１から出力された信
号は、後述する制御部１００に入力される。制御部１００のメモリ１０４に書き込まれて
いるシャッター位置検出手段はエンコーダなどのモータ作動検出器１１１の信号に基づい
て、モータ１１の回転量、モータ１１の回転速度、ひいてはシャッターカーテン１３の下
端の現在位置を検出することができ、これによりシャッターカーテン１３の下端が全閉位
置あるいは全開位置に到達したか否かを検出することができる。検出された位置はその都
度、制御部１００のメモリ１０３に記憶させておく。
【００３４】
　シャッターカーテン１３は、下端を構成する座板１７と、座板１７より上側の部分を構
成する多数のスラット１８とによって構成されている。スラット１８は横長に延設されて
おり、上下方向に沿って複数個並設されている。スラット１８は、スラット１８をシャッ
ターカーテンとして使用するシャッター使用形態と、スラット１８をブラインドとして使
用するブラインド使用形態とに切替可能とされている。
【００３５】
　スラット１８には、図２に示すように、各スラット１８の横方向の外方に延出してガイ
ドレール部１５内に至る連結軸部１９が一体的に連結されている。連結軸部１９の先端部
には、取付具としてのネジ２０ｘによりリンク２１が、スラット１８を回動可能ならしめ
るように、固定されている。リンク２１の上端部には連結ピン２２が植設されている。こ
の連結ピン２２は、これの直上に位置するリンク２１の下端部に形成された長孔２３内に
回動可能に嵌合されている。複数のスラット１８のうち最も下側のスラット１８のリンク
２１の長孔２３内には、座板１７に固定されたブラケット２４に植設されたピン２５が嵌
合されている。各スラット１８の端部には、連結軸部１９の上側に位置して横外方向に延
出する係止体としての旋回軸２６が設けられている。なお、図２～図６では、図面の複雑
化を避けるため、スラット１８の枚数を実際よりも少なくして図示している。
【００３６】
　図２に示されるように、ガイドレール部１５の内端面には、断面が円形のガイド部３０
が上下方向に沿って長く延在している。このガイド部３０は、リブ３１を介してガイドレ
ール部１５と一体形成されている。断面が略Ｌ型の切替部材３３の基端部がガイド部３０
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に沿って上下方向に延在しており且つガイド部３０を中心として回動可能になっている。
切替部材３３の先端部には、複数の切り欠き部３４が上下方向に間隔を隔てて均等ピッチ
で形成されている。切り欠き部３４は、室外側を指向するとともに斜め下方向に開口する
ように形成されている。
【００３７】
　ガイドレール部１５には、ピン３５を介してカム体３６の上端部が回動可能に枢着され
ている。カム体３６の下端部は、切替部材３３の基端部側に当接している。なお、図示し
ないスプリングが切替部材３３を室内方向に付勢している。これにより、この当接が常時
維持されるようになっている。カム体３６の中央域にはピン３８により捕捉部材４０が回
動可能に枢着されている。捕捉部材４０はガイドレール部１５に回動可能に枢着される。
捕捉部材４０は、先端開口を有する被係止部としてのスロット４２が形成されている。こ
のスロット４２の開口の先端部は係り部４０ａとされている。また、捕捉部材４０はスロ
ット４２の上方にカム溝４３が刻設されている。
【００３８】
　捕捉部材４０の近傍には、ブラインド駆動部のアクチュエータ５０が配設されている。
アクチュエータ５０は上下動可能なプランジャ５１をもつ。プランジャ５１の先端部には
ピン５２が植設されている。ピン５２の先端部は、捕捉部材４０のカム溝４３内に摺動可
能に挿入されている。アクチュエータ５０が作動していない第１位置（シャッター使用形
態）に設定されているときは、プランジャ５１のストロークは最大となっている。つまり
、プランジャ５１の本体部からの突出量は最大となっている。これに対して、アクチュエ
ータ５０が作動して第２位置（ブラインド使用形態）に切り替えられると、プランジャ５
１がアクチュエータ５０の本体内に引き込まれる。その後、モータ１１の駆動により、巻
き取り軸１２が巻き取り方向に回動し、シャッターカーテン１３が矢印Ｙ１方向に上昇し
、開放方向に移動する。
【００３９】
　このとき、捕捉部材４０はピン４１を中心として図示反時計方向（図３の矢印Ｂ１方向
、ブラインド使用方向）に所定角度（例えば約２５度）回動する。このように捕捉部材４
０がピン４１を中心として回動すると、図４に示されるように、捕捉部材４０の係り部４
０ａは、矢印Ｂ１方向（ブラインド使用方向）に変位し、スラット１８の連結軸部１９の
昇降移動軌跡上（ブラインド使用形態）に切り替えられる。故に、巻き取り軸１２の回動
に伴い矢印Ｙ１方向に上昇してくる直下のスラット１８の連結軸部１９が、図４に示され
るように、捕捉部材４０の下側から、捕捉部材４０の係り部４０ａに当たって係合する。
この結果、巻き取り軸１２の回転に伴い、直下のスラット１８は上昇し続けるため、図５
に示されているように、そのスラット１８の連結軸部１９は捕捉部材４０の係り部４０ａ
を押し上げる。従って、捕捉部材４０は反時計方向（矢印Ｂ１方向、ブラインド使用方向
）に、所定角度更に回動する。
【００４０】
　このように捕捉部材４０がピン４１を中心として矢印Ｂ１方向に回動すると、捕捉部材
４０のカム溝４３によりカム体３６は押圧され、ひいては、カム体３６はピン３５を中心
として所定角度、反時計方向（矢印Ｂ１方向、ブラインド使用方向）に回動する。この結
果、図５に示されるよう、捕捉部材４０に最も近い、上昇してくる直下のスラット１８の
連結軸部１９は捕捉部材４０のスロット４２に入り込む。また、後続のスラット１８の係
止体である旋回軸２６は、切替部材３３の切り欠き部３４の奥方にそれぞれ入り込む。
【００４１】
　ここで、モータ１１の駆動が継続して巻き取り軸１２の巻き取り方向への回転が継続し
ているため、シャッターカーテン１３が矢印Ｙ１方向に上昇せんとする。すると、図６に
示されているように、スラット１８の旋回軸２６が切替部材３３の切り欠き部３４に拘束
され、それ以上上昇できない。このように旋回軸２６が切り欠き部３４に拘束された状態
において、モータ１１により巻き取り軸１２が巻き取り方向に回動しているため、スラッ
ト１８の連結軸部１９が上昇せんとするため、スラット１８が旋回軸２６を回動中心とし
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て矢印Ｍ１方向（図６参照、ブラインド開方向）に回動する。この上昇量を調整すること
により、スラット１８のブラインド開度（回動角度）を調整することができる。
【００４２】
　スラット１８が閉位置からどれくらいの角度で開放されているかを示すブラインド開度
は、制御部１００のメモリ１０４に書き込まれているブラインド開度検出手段によって求
められる。ブラインド開度検出手段は、モータ１１のモータ軸に設けられたモータ作動検
出器１１１が制御部１００に送信した信号に基づいて、モータ１１の回転量、モータ１１
の回転速度などから演算してスラット１８の現在のブラインド開度を検出することができ
、これによりスラット１８の閉位置あるいは全開位置に到達したか否かを検出することが
できる。
【００４３】
　シャッターカーテン１３の開閉およびスラット１８をブラインドとして開閉するにはブ
ラインドシャッター制御装置のコントローラ３００に操作を入力する。コントローラ３０
０が有する操作スイッチは、図７に示すように、シャッターカーテン１３を上昇させるこ
とを指示するシャッター開スイッチ３０１と、シャッターカーテン１３を下降させること
を指示するシャッター閉スイッチ３０２と、シャッターカーテン１３の上昇または下降を
停止させるシャッター停止スイッチ３０３と、スラット１８をブラインドとして開回動さ
せるブラインド開スイッチ３０４と、スラット１８をブラインドとして閉回動させるブラ
インド閉スイッチ３０５がある。そして、コントローラ３００は、各スイッチが操作（Ｏ
Ｎ）されて、各スイッチに応じた信号を制御部１００に出力する。よって、コントローラ
３００は、ブラインド開放信号出力手段（開放信号出力手段）として、かつ入力手段とし
て機能する。
【００４４】
　コントローラ３００から出力された信号は、図８に示すように、制御部（制御手段）１
００に入力される。本実施例のブラインドシャッター制御装置は、図３に示すように、モ
ータ１１の駆動を制御する制御部１００と、記憶手段として書き込み可能なメモリ１０３
（ＥＰＲＯＭなど）と、プログラムなどを格納した書き込みできないメモリ１０４（ＲＯ
Ｍ等）とを有する。
【００４５】
　制御部１００の書き込みできないメモリ１０４には、ブラインド開度調節手段（通常モ
ード）と、ブラインド登録位置回動手段と、準備手段と、通電判定手段と、シャッター位
置検出手段と、ブラインド開度検出手段として機能するプログラムが予め書き込まれてい
る。
【００４６】
　ブラインド開度調節手段は、コントローラ３００から出力された信号に基づいて、モー
タ１１とアクチュエータ５０とを制御し、使用者の所望のブラインド開度になるようにス
ラット１８を開閉回動させる。ブラインド開度調節手段では、コントローラ３００のブラ
インド開スイッチ３０４またはブラインド閉スイッチ３０５を押し続けると、押し続けて
いる間スラット１８が開閉回動する。あるいは、スイッチを一回操作すると一定のブライ
ンド開度ほど回動、例えば約１０度、２０度、３０度あるいは９０度、８０度、７０度の
ように約１０度ずつ回動する。回動する一定のブラインド開度は１０度に限らず、１度、
５度、１５度、２０度ずつなどどのような角度でも良い。
【００４７】
　ブラインド登録位置回動手段は、スラット１８を閉位置から登録されたブラインド登録
位置、例えばブラインド開度が約７０度にスラット１８を開放する手段である。スラット
１８が閉じているときに、コントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされ
た場合に、ブラインド登録位置回動手段が作動する。ここで、ブラインド登録位置として
のブラインド開度は、スラット１８を開放した際に雨が入らない９０度以内で、且つ従来
のブラインド開スイッチでスラット１８を開放する際のブラインド開度より十分に大きい
。例えば、約２０度（２５度、３０度など）＜ブラインド登録位置のブラインド開度＜約
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９０度である。ブラインド登録位置は、その他にスラット１８を開放した時に、直射日光
が室内に進入しない角度あるいは室外の他者に室内を容易にのぞき見ることができない角
度などでもある。
【００４８】
　準備手段は、コントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされたとき、シ
ャッターカーテン１３がスラット１８をブラインドとして回動することができるシャッタ
ーカーテン１３の目標位置ではない場合に、目標位置までシャッターカーテン１３を開放
方向あるいは閉鎖方向に駆動する手段である。本実施例で使用する電動シャッター装置１
０の座板１７の下端の位置としては、座板１７の下端が着地した状態が着地位置、座板１
７の下端が着地し更にスラット１８同士の上下方向の隙間がなくなるまでシャッターカー
テン１３が閉鎖方向に駆動した状態が全閉位置、座板１７直上のスラット１８が格納ボッ
クス１６に格納された状態が全開位置である。ここで、目標位置としては、座板１７が着
地位置付近から全開位置よりスラット１８の上下方向１枚分ほどシャッターカーテン１３
が閉鎖方向（矢印Ｙ２方向）に駆動した状態を示す。なお、全閉位置では、防犯上の理由
によりスラット１８をブラインドとして開放しない安全対策がなされている。
【００４９】
　そして、準備手段は、目標位置を自動的に算出し、算出した目標位置を記憶するシャッ
ター目標位置記憶手段を有する。シャッター目標位置記憶手段は、電動シャッター装置１
０を設置した際にシャッターカーテン１３の着地位置、全閉位置および全開位置の位置が
決まったところで、それらの位置情報から自動的に目標位置を算出する。つまり、電動シ
ャッター装置１０を使用者あるいは施工業者が開口部に設置した際に設置した状態に合わ
せて自動的に算出され、制御部１００のメモリ１０３に書き込まれる。よって、準備手段
はこの目標位置をメモリ１０３から読み出し、シャッターカーテン１３を目標位置まで開
放または閉鎖させる。
【００５０】
　通電判定手段は、スラット１８の開閉の際に、アクチュエータ５０に通電をするかどう
か判定する手段である。スラット１８の開閉は、上記したようにアクチュエータ５０およ
びモータ１１の駆動により行われ、スラット１８のブラインド開度によってはアクチュエ
ータ５０を駆動させなくてもモータ１１によってシャッターカーテン１３が上昇または下
降することでスラット１８が回動できる。よって、アクチュエータ５０に通電しなくても
スラット１８が開閉回動できるのであれば、通電を切ることで省エネになり、またアクチ
ュエータ５０の駆動に伴う雑音も低減することができる。
【００５１】
　図９は、スラット１８をブラインドとして開放させるときにおいて、本実施例のブライ
ンドシャッター制御装置の制御部１００が実行するサブルーチンのフローチャートを示す
。本フローチャートは、図９に示されるものに限定されるのではなく、あくまでも一例で
ある。図９において、スラット１８をブラインドとして開放するためにコントローラ３０
０のブラインド開スイッチ３０４が操作（ＯＮ）されるのを待つ（ステップＳ４０１およ
びステップＳ４０２）。ブラインド開スイッチ３０４がＯＮされると、まず、シャッター
カーテン１３の位置をシャッター位置検出手段から取得し（ステップＳ４０３）、スラッ
ト１８がブラインドとして開放できる目標位置にシャッターカーテン１３が上昇している
か否かを判定する（ステップＳ４０４）。シャッターカーテン１３が目標位置でない場合
は、シャッターカーテン１３を目標位置まで上昇させる準備手段を実行する（ステップＳ
４０５）。シャッターカーテン１３が目標位置に達している場合は、スラット１８のブラ
インド開度をブラインド開度検出手段から取得する（ステップＳ４０６）。そして、取得
したブラインド開度が閉位置（ブラインド開度＝約０度）であるか否かを判定する（ステ
ップＳ４０７）。スラット１８が閉位置の場合はスラット１８をブラインド登録位置まで
一度で開放するためのブラインド登録位置回動手段に進み（ステップＳ４０８）、スラッ
ト１８が閉位置以外の場合はスラット１８のブラインド開度を微調節しながら所望のブラ
インド開度にするブラインド開度調節手段に進む（ステップＳ４０９）。
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【００５２】
　上記したステップＳ４０８のブラインド登録位置回動手段の代表的な制御として、フロ
ーチャートを図１０に示す。本フローチャートは、図１０に示されるものに限定されるの
ではなく、あくまでも一例である。ブラインド登録位置回動手段は、まず制御部１００の
メモリ１０３からブラインド登録位置を取得する（ステップＳ５０１）。そして、スラッ
ト１８を開放させるブラインド開動作を実行し（ステップＳ５０２）、ブラインド開度検
出手段からスラット１８の現在のブラインド開度を取得する（ステップＳ５０３）。現在
のスラット１８のブラインド開度がブラインド登録位置がどうか判定し（ステップＳ５０
４）、ブラインド登録位置のブラインド開度でなければステップＳ５０２のブラインド開
動作に戻る。スラット１８の現在のブラインド開度がブラインド登録位置であれば、ブラ
インド登録位置回動手段を終了する。
【００５３】
　上記したステップＳ５０４のブラインド開動作の代表的な制御として、フローチャート
を図１１に示す。本フローチャートは、図１１に示されるものに限定されるのではなく、
あくまでも一例である。ブラインド開動作は、まずスラット１８を開放回動させるのにア
クチュエータ５０に通電が必要かどうか判定する通電判定手段を実行する（ステップＳ６
０１）。そして、モータ１１を巻き取り方向に回転させるモータ開動作を実行し（Ｓ６０
２）、シャッターカーテン１３を上昇させる。
【００５４】
　上記したステップＳ６０２の通電判定手段の代表的な制御として、フローチャートを図
１２に示す。本フローチャートは、図１２に示されるものに限定されるものではなく、あ
くまで一例である。通電判定手段は、ブラインド開度検出手段からスラット１８の現在の
ブラインド開度を取得する（ステップＳ８０１）。そして、現在のブラインド開度がアク
チュエータ５０に通電を要するか否かを判定する（ステップＳ８０２）。アクチュエータ
５０に通電の必要がなければアクチュエータ５０に通電せず、通電の必要があればアクチ
ュエータ５０に通電し、ブラインド開動作に戻る。
【００５５】
　上記したステップＳ４０９のブラインド開度調節手段の代表的な制御として、フローチ
ャートを図１３に示す。本フローチャートは、図１３に示されるものに限定されるのでは
なく、あくまでも一例である。ブラインド開度調節手段は、スラット１８をブラインドと
して開放するためにコントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされるのを
待つ（ステップＳ７０１およびステップＳ７０２）。ブラインド開スイッチ３０４がＯＮ
されると、ブラインド開度検出手段から現在のスラット１８のブラインド開度を取得し（
ステップＳ７０３）、スラット１８が全開位置（例えば、ブラインド開度＝約１１０度）
であるかどうかを判定する（ステップＳ７０４）。ステップＳ７０４でスラット１８のブ
ラインド開度が全開であれば、ステップＳ７０１の待機に戻り、コントローラ３００に次
の操作が入力されるのを待つ。スラット１８のブラインド開度が全開でなければ、ブライ
ンド開動作を実行し（ステップＳ７０５）、ステップＳ７０１の待機に戻る。
【００５６】
　ステップＳ７０２において、コントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４以外の
スイッチがＯＮされた場合は、コントローラ３００のブラインド閉スイッチ３０５がＯＮ
されたかどうか判定する（ステップＳ７０６）。ブラインド閉スイッチ３０５がＯＮされ
た場合は、ブラインド開度検出手段から現在のスラット１８のブラインド開度を取得し（
ステップＳ７０７）、スラット１８が閉位置（ブラインド開度＝約０度）であるかどうか
を判定する（ステップＳ７０８）。スラット１８の状態が閉位置でなければ、スラット１
８を閉鎖するためにブラインド閉動作を実行し（ステップＳ７０９）、ステップＳ７０１
の待機に戻る。スラット１８が閉位置の場合は、ブラインド開度調節手段を終了する。ス
テップＳ７０６のブラインド閉スイッチ３０５の判定において、ブラインド閉スイッチ３
０５がＯＮされていないのであれば、コントローラ３００に他の操作が入力されたかどう
か判定する（ステップＳ７１０）。コントローラ３００に他の操作が入力されていれば、
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ブラインド開度調節手段を終了し、そうでなければステップＳ７０１の待機に戻る。
【００５７】
　上記したステップＳ７０９のブラインド閉動作の代表的な制御として、フローチャート
を図１４に示す。本フローチャートは、図１４に示されるものに限定されるのではなく、
あくまでも一例である。ブラインド閉動作は、まずスラット１８を閉鎖回動させるのにア
クチュエータ５０に通電が必要かどうか判定する通電判定手段を実行する（ステップＳ６
０３）。そして、モータ１１を巻き戻し方向に駆動し（Ｓ６０４）、シャッターカーテン
１３を下降させる。
【００５８】
　ここで、コントローラ３００への入力操作について説明する。スラット１８が閉位置で
コントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされた場合は、ブラインド登録
位置（例えば７０度）までスラット１８が開放するが、開放途中で使用者がコントローラ
３００の各スイッチをＯＮすることが考えられる。本実施例のフローチャートでは、スラ
ット１８がブラインド登録位置に到達するまで一切の割り込みを受け付けない。しかし、
割り込みを受け付けスラット１８の開放を停止する制御も考えられる。あるいは、ブライ
ンド登録位置開放中にブラインド開スイッチ３０４がＯＮされた場合は、ブラインド登録
位置以外の別の特定のブラインド開度で停止させる制御とすることもできる。
【００５９】
　本実施例のブラインドシャッター制御装置によれば、スラット１８が閉位置のときにコ
ントローラ３００のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされた場合に、ブラインド登録位
置回動手段がスラットをブラインド登録位置（約７０度）まで一度で回動させることがで
きる。つまり、ブラインド開度調節手段でスラット１８を開放されるより使用者の操作量
が減る。また、使用者がブラインド開スイッチ３０４を押し続けたとしてもコントローラ
３００から制御部１００に送られる出力信号はスラット１８を７０度に開放するという信
号だけであり、信号量を少なくすることができるので、消費電力の低減も可能である。
【００６０】
　また、準備手段によれば、シャッター位置検出手段で取得したシャッターカーテン１３
の位置がスラット１８をブラインドとして開閉回動させることができる位置である目標位
置でない場合に、シャッターカーテン１３を目標位置まで開閉可動させることができる。
そして、シャッターカーテン１３が目標位置まで開放された後は、スラット１８を開放回
動させるので、一度の入力操作でスラット１８が開放し、使用者の入力操作が軽減される
ので、使い勝手が良い。
【００６１】
　そして、目標位置はシャッター目標位置記憶手段が、電動シャッター装置１０を設置し
た際の設置された場所などの状況により自動的に算出され、算出された位置を目標位置と
して記憶することができる。つまり、使用者あるいは施工業者が電動シャッター装置１０
を設置を設置した際に目標位置を設定する必要がなく且つ適切な目標位置が自動算出され
るので、設定の手間を低減できる。なお、目標位置は所定の範囲を含み、一点に限られな
い。
【００６２】
　そして、スラット１８のブラインド登録位置のブラインド開度が直角以下とすることで
、雨天時にスラット１８をブラインドとして開放した際に、スラット１８の隙間から雨が
入り込むのとスラット１８に付着した水滴が室内側に流れ込むのとを防止でき、雨垂れ防
止などの部材を省略することができ、それに伴うコストも抑えられる。また、直射日光の
進入や室外の他者に室内を容易にのぞき見られたりするのを防ぐことができる。
【００６３】
　（実施例２）
　本発明の実施例２について具体的に説明する。本実施例は実施例１と基本的には同様の
構成および同様の作用効果を有する。以下、異なる部分を中心に説明する。
【００６４】
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　本実施例のブラインドシャッター制御装置は、図１５に示すように、コントローラ３０
０にユーザ登録スイッチ３０６が追加される。このユーザ登録スイッチ３０６は、スラッ
ト１８のブラインド登録位置を７０度とは別にユーザの好みのブラインド開度で登録する
ことができ且つそのブラインド開度にスラット１８を回動するスイッチであるので、設定
登録手段および登録位置回動信号出力手段として機能する。便宜上、ユーザの好みのブラ
インド開度であるブラインド登録位置は、ユーザ登録位置（ブラインド登録位置）とする
。
【００６５】
　コントローラ３００は、ユーザ登録スイッチ３０６が操作（ＯＮ）された場合にユーザ
登録位置、例えば４５度にスラット１８を回動させるための信号を制御部１００に出力す
る。そして、ユーザ登録位置にユーザの好みのブラインド開度を登録するには、ユーザ登
録スイッチ３０６を長押しする。コントローラ３００は、ユーザ登録スイッチ３０６を長
押しされた際のブラインド開度をユーザ登録位置として設定登録するための信号を制御部
１００に出力する。制御部１００では、メモリ１０３のユーザ登録位置を現在のブライン
ド開度に更新する。登録するブラインド開度を検出するタイミングとしては、スラット１
８が停止している際はその停止している開度であり、スラット１８が回動途中の場合は押
された瞬間にスラット１８の回動を停止し、その停止した開度である。
【００６６】
　図１６は、実施例１の図９に示されるスラット１８をブラインドとして開放させるため
に制御部１００が実行するサブルーチンのフローチャートに、ユーザ登録スイッチ３０６
がＯＮされた場合を追加したフローチャートである。本フローチャートは、図１６に示さ
れるものに限定されるのではなく、あくまでも一例である。図１６において、ステップＳ
４０２のブラインド開スイッチ３０４がＯＮされたと判定された場合の流れは実施例１と
同様であるため説明を省略する。ステップＳ４０２でブラインド開スイッチ３０４がＯＮ
されたのではないと判定された場合は、ユーザ登録スイッチ３０６がＯＮされたかどうか
を判定する（ステップＳ４１０）。ユーザ登録スイッチ３０６をＯＮされたのではない場
合は、ステップＳ４０１に戻りブラインド開スイッチ３０４、ユーザ登録スイッチ３０６
がＯＮされるか別のスイッチがＯＮされるのを待つ。そして、ユーザ登録スイッチ３０６
がＯＮされた場合は、スイッチ３０６が長押しされたかどうかを判定する（ステップＳ４
１１）。ユーザ登録スイッチ３０６が長押しされた場合は、その際のブラインド開度をブ
ラインド開度検出手段を実行して取得し（ステップＳ４１２）、そのブラインド開度にユ
ーザ登録位置を更新する（ステップＳ４１３）。ユーザ登録スイッチ３０６が長押しでは
なくＯＮされた場合は、シャッターカーテン１３の位置を取得し（ステップＳ４１４）、
その位置がスラット１８をブラインドとして開放できる目標位置がどうか判定する（ステ
ップＳ４１５）。シャッターカーテン１３が目標位置でない場合は目標位置に駆動する準
備手段を実行し（ステップＳ４１６）、目標位置であればステップＳ４０８のブラインド
登録回動手段を実行する。
【００６７】
　上記のステップＳ４０８のブラインド登録位置回動手段の代表的な制御として、フロー
チャートを図１７に示す。本フローチャートは、図１７に示されるものに限定されるもの
ではなく、あくまで一例である。ブラインド登録位置回動手段は、まず制御部１００のメ
モリ１０３からブラインド登録位置（ユーザ登録位置）を取得する（ステップＳ５０５）
。ブラインド登録位置は、７０度かユーザの好みの４５度かは上記フローチャートでブラ
インド登録位置回動手段が実行された時点で区別される。次に、現在のスラット１８のブ
ラインド開度をブラインド開度検出手段によって取得する（ステップＳ５０６）。そして
、現在のブラインド開度がブラインド登録位置であるかどうか判定し（ステップＳ５０７
）、ブラインド登録位置であればブラインド登録位置回動手段を終了し、そうでなければ
ブラインド登録位置と現在のブラインド開度とを比べる（ステップＳ５０８）。現在のブ
ラインド開度がブラインド登録位置より狭い場合はブラインド開動作を実行し（ステップ
Ｓ５０９）、広い場合はブラインド閉動作を実行する（ステップＳ５１０）。
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【００６８】
　本実施例２のブラインドシャッター制御装置によれば、ブラインド登録位置が７０度の
ように初期設定されている以外にユーザの好みのブラインド開度を登録し、そのブライン
ド開度にスラット１８を回動することができる。
【００６９】
　コントローラ３００は、図１５に示すように、ユーザ登録位置にスラット１８を回動さ
せるのも登録するのもスイッチ１つで行ったが、設定登録用に別に設定登録手段としての
スイッチを設けることもできる。また、ユーザ登録位置は１つとは限らず複数、つまり初
期設定されている７０度以外にも多数のブラインド開度をブラインド登録位置として設定
登録し、その開度にスラット１８を回動させることができるように必要な数のスイッチを
追加することができる。そして、ブラインド登録位置の設定登録はスラット１８が停止し
ている状態でも回動途中でもユーザ登録信号出力手段が操作され制御部１００に信号が出
力される。回動途中に押された場合は、スラット１８の回動を停止しても停止しなくても
良い。押された時点でのブラインド開度がブラインド開度検出手段によって取得される。
【００７０】
　（実施例３）
　本発明の実施例３について具体的に説明する。本実施例は実施例１または実施例２と基
本的には同様の構成および同様の作用効果を有する。以下、異なる部分を中心に説明する
。
【００７１】
　本実施例のブラインドシャッター制御装置は、コントローラ３００と入室検知センサー
（図示略）とを有する。入室検知センサーは、電動シャッター装置１０が設置されている
室内に人が入室したのを検知できる箇所に設置され、人が入室したのを検知し、制御部１
００に信号を出力するので、ブラインド開放信号出力手段として機能する。ブラインドシ
ャッター制御装置は、入室検知センサーから制御部１００に信号が出力された場合に、ス
ラット１８が閉位置であればブラインド開スイッチ３０４をＯＮした場合と同様にブライ
ンド登録位置（例えば７０度）にスラット１８を開回動させる。入室検知センサーにより
人の入室を検知してスラット１８を開放させることで、コントローラ３００を操作する手
間を低減することができる。
【００７２】
　（実施例４）
　本発明の実施例４について説明する。本実施例は実施例１、実施例２または実施例３と
基本的には同様の構成および同様の作用効果を有する。以下、異なる部分を中心に説明す
る。
【００７３】
　本実施例のブラインドシャッター制御装置は、ブラインド登録位置にスラット１８を回
動させるようにモータ１１の駆動量としてモータ１１を駆動する時間が制御部１００のメ
モリ１０３に設定されている。
【００７４】
　コントローラ３００は、ブラインド開スイッチ３０４またはユーザ登録スイッチ３０６
が操作（ＯＮ）あるいは入室検知センサーは入室が検知されると、制御部１００に信号を
出力し、メモリ１０３から出力信号に対応したモータ１１の駆動量を取得し、モータ１１
およびアクチュエータ５０を駆動し、スラット１８を回動させる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本実施例のブラインドシャッター装置が適用される電動シャッター装置の室内側
正面図ある。
【図２】本実施例１に係る電動シャッター装置を室外側から見た斜視図である。
【図３】本実施例１に係る電動シャッター装置が、開放作動される前の状態を示す、説明
用断面図である。
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【図４】本実施例１に係る電動シャッター装置が、開放作動された直後の状態を示す、説
明用断面図である。
【図５】本実施例１に係る電動シャッター装置が、開放作動過程になる状態を示す、説明
用断面図である。
【図６】本実施例１に係る電動シャッター装置が、最大限の開放状態にあることを示す、
説明用断面図である。
【図７】本実施例１のブラインドシャッター装置に係るコントローラの概念図である。
【図８】本実施例１に係るコントローラ付近のブロック図である。
【図９】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的なフローチャートである。
【図１０】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的なブラインド登録位置回動手
段のフローチャートである。
【図１１】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的なブラインド開動作のフロー
チャートである。
【図１２】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的な通電判定手段のフローチャ
ートである。
【図１３】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的なブラインド開度調節手段の
フローチャートである。
【図１４】本実施例１に係るコントローラが実行する代表的なブラインド閉動作のフロー
チャートである。
【図１５】本実施例２のブラインドシャッター装置に係るコントローラの概念図である。
【図１６】本実施例２に係るコントローラが実行する代表的なフローチャートである。
【図１７】本実施例２に係るコントローラが実行する代表的なブラインド登録位置回動手
段のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７６】
１０：電動シャッター装置、１１：モータ、１２：巻き取り軸、１３：シャッターカーテ
ン（シャッター）、１５：ガイドレール部、１６：格納ボックス、１７：座板、１８：ス
ラット、１９：連結軸部、２０ｘ：ネジ、２１：リンク、２２：連結ピン、２３：長孔、
２４：ブラケット、２５，３５，３８，４１，５２：ピン、２６：旋回軸、３０：ガイド
部、３１：リブ、３３：切替部材、３４：切り欠き部、３６：カム体、４０：捕捉部材、
４０ａ：係り部、４２：スロット、４３：カム溝、５０：アクチュエータ、５１：プラン
ジャ、１００：制御部、１０３，１０４：メモリ、１１１：モータ作動検出器、３００：
コントローラ（ブラインド開放信号出力手段、入力手段）、３０１：シャッター開スイッ
チ、３０２：シャッター閉スイッチ、３０３：シャッター停止スイッチ、３０４：ブライ
ンド開スイッチ、３０５：ブラインド閉スイッチ、３０６：ユーザ登録スイッチ。
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